
公益通報関係事項の公表（北上市） 

 

２ 主な内容等（受理したもの）※令和７年度分 

年度 概要 結果 

令和７ さくらの百貨店の東西に位置するバ

ス停の待合所上屋を建築基準法違反

と知りながら設置した。（匿名通報） 

通報内容の事実確認や関係者への聞き取り調

査等の結果、次のとおり確認し、対応を完了し

た。 

当該物件は、民間から譲り受けて市が移設し

たもので、移設当時は違法建築の認識がなく、

令和元年に当該物件の老朽化と違法建築の疑

いの理由から撤去した。令和２年２月開催の

市議会一般質問の答弁において市から上記事

項について説明した。 

令和７ 市内商業施設の工作物が景観条例に

違反しているが、市が放置しており、

不平等な状況となっている。（匿名通

報） 

通報内容の事実確認や関係者への聞き取り調

査等の結果、次のとおり確認し、対応を完了し

た。 

市は景観条例に基づいて対応しており、対象

物件の所有者へ継続して是正指導を行ってい

る。 

令和７ 北上市社会福祉協議会の建屋と体育

館を結ぶ渡り廊下は、建築確認未申

請であり、建築基準法違反である。（

匿名通報） 

通報内容の事実確認や関係者への聞き取り調

査等の結果、次のとおり確認し、対応を完了し

た。 

当該物件（渡り廊下）は、建築当時に建築確認

申請がなされており、通報内容の事実は認め

られなかった。 

令和７ 市役所北側通用口付近の小部屋は、

建築確認未申請であり、建築基準法

違反となっている。（匿名通報） 

通報内容の事実確認や関係者への聞き取り調

査等の結果、次のとおり確認し、是正措置を行

った。 

通報内容のとおり、当該物件は建築確認未申

請であったことが判明したことから、令和８

年度中に法適合性確保のための改修工事を行

い、法に基づく岩手県への報告を行うことと

している。 

なお、当該改修工事費用の補正予算を令和８

年２月開催の市議会へ上程する際に上記事項

について説明した。 

 


